
２０２３年度（令和５年度）議会報告会

地域共生社会の実現に向けて

１ 地域包括ケアシステムについて

２ 外国人との共生社会について

３ 空き家・住環境について

４ コミュニティ・スクールの取組について



誰もが役割を持ち、人と人がつながることで誰一人取り残さず、住み慣
れた地域で安心して暮らせるように、住民一人ひとりが生きがいを持
つ、そのような地域をともに創っていく社会のことです。

基本理念

支え合いながら すべての市民がいきいきと心豊かに安心して暮らせる共生のまち ふくやま

福山市では「福山市地域福祉計画2022」を2022年(令和４年)３月に策定し、取組を進めています。

地域共生社会とは

地域共生社会の実現に向けて － 地域福祉の推進 －

基本目標

１ 誰もが孤立せずにいきいきと
暮らせるつながりづくり

２ 様々な相談に対応できる
包括的な支援体制づくり

３ 互いに支える仕組みづくり

重点施策

① 重層的支援体制の整備

② デジタル化の推進

③ 地域を担う人材の育成



重点施策の取組内容

子ども・障がい・高齢・生活困窮などの複合的
な課題や狭間のニーズに対応するため、重層的
な支援体制を整備し、本人に寄り添い伴走する
支援に取り組みます。

相談支援
包括的な相談支援
の体制

参加支援

地域づくりにむけた支援

① 重層的支援体制の整備 ② デジタル化の推進

③ 地域を担う人材の育成

地域課題を住民主体で解決できるよ
う、地域の人材育成とその環境づくり
を進めます。

包括的な支援体制を支えるＩＣＴ技術
の導入・活用を進め、情報共有の円滑
化や住民参加の仕組みをつくります。

既存の取組等を活用

住民同士の顔の見える
関係性の育成支援



既に取組が進められている重層的支援体制 「地域包括ケアシステム」

医 療
介護サービス

住まい

地域包括支援
センター

地域の社会資源が連携

・在宅サービス
・施設サービス

・通院
・入院

・老人クラブ、自治会、ボランティア、ＮＰＯなど

生活支援・介護予防
※相談支援と各種サービス
の利用調整などを行います。

高齢者を対象に住み慣れた地域で、住まい・医療・介護・予防・生活支援のサービスを一体的に提供

〇高齢者の暮らしを地域
のみんなで支える取組
が進んでいます。



地域包括ケアを進める地域の取組事例

旭学区・地域介護資源マップ



コミュニティナース

暮らしの保健室

• コロナ対策として
新幹線高架下を活
用して出張相談

• 福祉用具展示

• キッチンカーや大
道芸とコラボ

• 地域・商店街の活
性化



通いの場 開催頻度 2020 2021 2022

いきいき百歳体操 週１回 146 151 157

居場所づくり支援事業 週２~３回 51 57 59

喫茶風サロン 週１回 93 95 96

ふれあい・いきいきサロン 年10回以上 443 410 381

健康教室 月１回 49 49 49

写真

百歳体操 サロン



山 野 町

市民病院による月一回
の出張診療、訪問診
療、町外の医療機関を
利用

地域包括支援センター
サブセンター加茂のエ
リア

町内に介護事業所無し

県境を越えて井原市の
デイサービス・ショー
トステイの利用が可能

島内は光南クリニックの
出張診療のみ

住民はフェリーを使い、
島外の医療機関を受診

地域包括支援センター
サブセンター鞆のエリア

島から介護事業所が撤退

鞆町内の介護事業所が島
内でサービス提供する場
合はフェリー代を補助

地域包括ケアを進める地域の課題 － 医療機関や介護事業所がない地域 －

走 島 町



【参考】介護保険制度の推移

●要支援・要介護認定者数 ●サービス給付費

グラフ グラフ



本市の外国人市民の現状

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

住民基本台帳 472,63 472,31 471,62 471,34 470,68 469,75 469,16 467,82 465,26 461,71 458,86

外国人（内数） 6,285 6,425 6,734 7,552 8,296 8,734 9,704 10,105 9,730 8,990 10,032
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福山市人口の推移（各年4月末現在）

「外国人との共生社会について」総務委員会

今後も外国人市民は増加する見込み



国籍・在留資格の内訳（2023年4月末現在 10032人）
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外国人労働者増加の背景
少子高齢化の進展

・ 生産年齢人口の減少（2050年には、約30％減少見込み）

・ 企業ニーズ

（人手不足解消、海外展開の足掛かり、組織の活性化等）

政府は、外国人労働者の受け入れ支援に力を入れている

・ 経済社会の活性化のための高度人材の獲得

・ 労働力不足への対応

・ 技能実習や特定技能など制度の緩和 出典：2015年までは総務省「国勢調査」
2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」よ
り



地域における課題

地域社会との摩擦（要因）

文化・習慣に関する相違や知識不足

偏見や人権意識の不足

言語の壁やコミュニケーションの不足

大切なことは相互理解

地域のイベントやボランティアに外国人市民が参加しやすい環境を整え、地域住民
との交流を深める場を設けるのも、お互いの理解を得るのに有効。



本市の多文化共生に向けた取組
(1) 多文化共生のまちづくりの促進

・ 多文化共生大学（2016年度から実施）

多文化共生の意識の向上と地域の活性化を目的とした講座を実施。

多文化共生に関わるテーマ（2019年度からは防災を中心テーマとした）で講義やワークショップ、ふくやま国際
交流協会の国際理解交流事業への参加を通して、「多文化共生」や「やさしい日本語」について学ぶ。

・ 国際理解交流事業（ふくやま国際交流協会）

外国人市民や協会会員が参加し、日本文化体験や交流を通して国際理解を深める。

（2）外国人市民への分かりやすい情報発信

・「やさしい日本語」の啓発のための講座

・ 窓口における「やさしい日本語」や翻訳アプリ等の活用促進

・ ホームページ「やさしい日本語」変換機能の周知及び活用

・「やさしい日本語」と英語による災害情報の発信（ふくやま国際交流協会Facebook）



（3）在住外国人生活相談事業

多言語により外国人市民の生活に関する相談に対応する。

・ 在住外国人生活相談員の配置

（本庁：英語・中国語・ベトナム語、松永支所：英語・ポルトガル語）
◦ ・ 開庁日に来庁できない外国人市民を対象に、外国人休日相談を実施

・ ＳＮＳ等によるオンライン相談（2022年1月～）

・ ウクライナからの避難民支援

相談窓口を設置し、避難民の個別の状況に応じて、住居・交流機会の提供や就労・子育て・言語・教育

等に係る支援を行う。

(4) 日本語学習支援

・ 日本語初心者の外国人市民を対象に専門家による生活オリエンテーション等を取り入れた日本語講座

（８回実施）

・ 外国にルーツをもつ子どものための日本語チャレンジ教室（夏休み・冬休み）

（ふくやま国際交流協会）



(5) 子育て支援通訳ボランティア派遣事業（2022年度～）

市が実施する子育て関連の訪問において、日本語が十分に理解できないことから子育ての情報を得ること

やコミュニケーションをとることが困難な外国人市民を対象に、子育て支援通訳ボランティアを派遣し、円滑な

コミュニケーションを図ることで、出産・子育ての不安を軽減する。

(6) ふくやま多言語サポーター（災害，子育て支援）養成・スキルアップ事業（2023年度～）

外国人市民の支援体制構築のため、子育て及び災害に関する多言語サポーターの養成とスキルアップを

行う。

・ 子育て支援通訳ボランティア講座 全３回 約30人

・ 防災関連多言語サポーター講座 全４回 約10~20人

多様性社会推進課
〒720-8501 福山市東桜町3番5号本庁舎9階
•Tel：084-928-1006（人権推進担当）
•Tel：084-928-1235（男女共同参画担当）
•Tel：084-928-1002（多文化共生・国際交流担当）
Fax：084-928-1229



議会では
地域社会における生活習慣

・ 分別等、ゴミ出しマナー

・ 自転車等、交通マナー

ウクライナ避難民

・ 受け入れと支援について

文化や価値観が大きく異なる外国人と日本人の間で、

軋轢や衝突は少なからず発生するものと考えられる。

今後も、増加することが予測される外国人を、地域にどう受け入れていくか



空き家・住環境について

• 本市の空き家の状況

• 本市の制度、国の制度

• 空き家の活用の状況

• 空き家対策

建設水道委員会



放火があった特定空家
• 2022年4月、空き家で放火が発生 （2棟）

• 福山市空家等対策協議会（市議会議員も参加）

3回開催 全12棟を特定空家に認定、対応方針決定

• 2023年6月、土地等の引き渡しが完了

所有者の地主、買い手、仲介業者に利益が出て、

満足する結果になった。近隣住民も一安心！

【市の対応】

①特定空家に認定 ②所有者への伴走支援

③広島県宅地建物取引業協会との連携



本市の空き家の状況について
本市の空家率（全国の空き家率） １３．9％（13.6％）

「その他の住宅」の空家率（全国の場合）
転勤・入院のため、居住世帯が長期にわたって不在の
住宅を含む

６．２％ （5.6％）

2020年国勢調査より本市の高齢者数（193,371世帯、460,930人）

65歳以上の高齢者数 132,167人（全体比、約28％）

75歳以上の高齢者数 67,599人 （全体比、約14％）

高齢者単身世帯数（65歳以上） 21,235世帯（全体比、約10％）

高齢者単身世帯数（75歳以上） 12,088世帯（全体比、約6％）

高齢者夫婦世帯数（65歳以上） 21,854世帯（全体比、11％）

高齢者夫婦世帯数（75歳以上） 8,133世帯 （全体比、約4％）



支援事業名 件 数 金 額 具 体

除却支援事業補
助

特定空家等➡

地域活用要件あり➡

・補助率1/3
限度額50万円
・補助率1/3
限度額30万円

除却して更地にする

（2022年度末、
実績） 1件 ３０万円

網引学区：除却後の跡地
を資源ゴミの回収場所と
して利用

地域活用支援事
業補助

当該空家等の固定資
産税等相当額

空家や空家の跡地を地域
活用のために貸与

（2022年度末、
実績）

2件 １４万円

川口学区：地域交流の場
網引学区：資源ゴミの回
収場所



支援事業名 件 数 金 額 具 体

移住者等住
宅改修費補
助

・親世帯と同居又は近
居➡加算上限10万円
・若年子育て世帯・新
婚世帯➡加算上限20
万円

補助率1/2
限度額30万

円

移住希望者及び定住希望者が

中古住宅を購入し、家屋を
改修する費用

（2022年度

末、実績）
8件 310万円 個人申請、2018年：1件、

2021年：4件、2022年：3件

地域活性化
推進事業補
助

まちづくり推進委員会
限定

補助率3/4
限度額45万

円

家屋の改修工事、家財等処
分及び管理（除草等）する費
用

（2022年度
末、実績）

11件 447万円 駅家北学区 1件、広瀬学区 2件
内海学区 8件



国の法律の改正について

法 律 施 行 日 内 容

不動産登記法の改
正

2024年4月1日より
・相続による所有権取得➡3年以
内に法務局に相続登記（義務
化）

改正特措法成立
2023年6月14日公布

6か月以内に施行

・「管理不全空家」に対し、指
導・勧告が出来る。
・未対応➡固定資産税の住宅用
地特例を解除

〃 〃

・市が「空家等活用促進区域」
を定め、用途変更や建て替えを
促進



空き家の活用･･･・内海町の場合

•町内に空き家を管理するボランティ
ア団体がある。団体が所有者が分か
る家は草刈りや庭木の伐採などの手
入れをしている。支所の窓口や口伝
えで受け入れている。

• 2021年11月時点で46世帯、149名
移住、修学旅行・民泊の受け入れ。

•市の支援事業（地域活性化推進事業
補助など）を8件利用している。

（2022年度末時点）



空き家の活用･加茂町広瀬の場合（1992年～）

• 広瀬学区の振興・過疎化防止の目的で会
が設立され、地域外からの転入を積極的
に受け入れる活動をしている。

• 空家を修理し、ひろしま空き家バンク
「みんと」に登録。希望者は、市の住宅
課を通して団体に伝わる。

• 団体は、交通費補助の他、家の掃除や
引っ越しの手伝いをしている。

• 本年は、空き家バンクの家から幼児2
名、小学生12名、中学生2名が通ってい
る。

• 市の空家改修費等補助を2件利用した。

（2022年度末時点）



議会における空き家対策

①過疎地域の対策

移住者を増やすために空き家バンク等
を利用している地域がある。

➡地域のブランド化を図りエリア価値
を高めることで、移住者やセカンドハ
ウス（関係人口）を呼び込む。

➡地域おこし協力隊や里山里地協力隊
など、官民連携の取り組みを議会で議
論している。

➡農地の担い手や耕作放棄地等を再生

②中心部の対策

マンション、アパート、戸建て住宅の
新築プラス人口減少により空き家の増
加➡防災性・防犯性の低下

➡空き家を集会所に活用する等、利用
促進策を議論している。

➡外国人に貸すケースの増加が予測さ
れるが、地域のルールの啓発が必要。

➡「負動産」になる前に早めの処分、
売却などの支援策を議論している。
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文教経済委員会



コミュニティ・スクールとは

主な経緯

2004年
法律の一部改正

↓
コミュニティ・スクール

制度化

2017年
法律の一部改正

↓
学校運営協議会の設置

各教育委員会
努力義務化

2013年
第２期教育振興

基本計画（閣議決定）
全公立小中学校
１割に拡大を目指す

2018年
第3期教育振興

基本計画（閣議決定）
全公立学校への導入

を目指す

協議会の目的（福山市学校運営協議会規則より抜粋）

協議会は、学校の運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、福山市教

育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者、地域住民等の

学校の運営への参画並びに保護者、地域住民等による学校の運営への支援及び協力を促進す

ることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、児童生徒の健全育成並びに地

域の創意工夫を生かした特色のある学校づくりを推進することを目的とする。

28

コミュニティ・スクール＝学校運営協議会を設置した学校



コミュニティ・スクールの

〇学校が作成する学校運営の基本方針を承認する。

〇学校運営について、教育委員会または校長に意見を述べることができる。

〇教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、

教育委員会に意見を述べることができる。

≪地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の５≫

なお、学校運営協議会が設置された場合であっても、学校運営の責任者として教
育活動等を実施する権限と責任は校長が有するものであり、学校運営協議会が
校長に替わり学校運営を決定、実施するものではない。 29

３つの機能

※学校の課題解決や教育の充実のために校内体制の整備充実を図る観点から述べられるもの。



コミュニティ・スクールの導入効果

保護者・地域住民の
学校運営への参画

学校課題を共有す
ることで解決につな
げる

地域ならではの特
色ある学校づくり

教職員が子どもと向
き合う時間の確保

地域の力をいかし
た教育活動で、子
どもたちの学びの
充実

子どもの地域貢
献、地域活動を促
進

保護者や地域住
民同士の交流が
深まり、人間関係
が広がる

保護者・地域住民
が教育の当事者と
なり、積極的に携
われる

ボランティア活動を
通じたやりがい・生
きがいづくり

学校を核とした地
域づくり

子どもたちにとって
快適な教育環境
をつくる

学校 家庭
（子ども）

地域

共有

熟議 協働
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全国の状況

15,221 11,856 
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調査基準日：2022年５月１日

全国のコミュニティ・スクールの数 ー学校数ー
15,221校（導入率42.9％）

飛躍的に増加中

2017年に学校運営協議会の設置
が努力義務化されたことにより
飛躍的に増加している。

コミュニティ・スクールの導入率
（都道府県別【抜粋】・全学校種）

56.8%

31.4%

18.1%
22.5%

96.8%

54.8%

94.7%

70.4%

0.0%

10.0%

20.0%
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50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

広島県 東京都 愛知県 大阪府 和歌山県 岡山県 山口県 徳島県

全国平均
42.9％

１校１協議会 ８８．６％
複数校１協議会 １１．４％

文科省「２０２２年度コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況」より
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学校運営協議会の設置状況（全国）



福山市のコミュニティ・スクール導入状況について
2026年度
までに

全中学校区
導入予定

2022年度～鞆の浦学園、想青学園

2023年度～常石ともに学園、広瀬学園小中学校、新市中央中学校区、加茂中学校区

学校運営協議会

説明

意見

保護者・地域の皆さん

校長

説明

意見

学校運営の基本方針

学校運営・教育活動

承認

構成員：保護者代表、地域住民等

委員は５人～１０人
（２以上の学校について１の協議会を設置する場合は１５人）以内 32

学校運営協議会の設置



本市の事例紹介（鞆の浦学園）

学校運営協議会委員 ９名

児童生徒が住民や観光スポットを取材

→町内の回覧板や学校のHPで発信

児童生徒が地域住民に取材し健康維持や安

心して暮らせるまちづくりを考え、授業等で発表

している。 33

手作り新聞「ともに新聞」

地域診断プロジェクト



本市の事例紹介（想青学園）

SOSEI学

第１学年 生き物（海・山・川の生き物）
第２学年 町発見（商店・道の駅・農協・クレセントビーチ・公共施設など）
第３学年 特産品（ビンゴソース，アサリ，ぶどう，海苔）
第４学年 環境・防災（山南川・瀬戸内海・EM活性液）
第５学年 産業（農業，漁業，造船）
第６学年 文化歴史（備後畳，内海大橋，祭り，平家谷，唐樋門，阿伏兎観音，山本瀧之助）
第７学年 ふるさと魅力・課題再発見
第８学年 ふるさと分析（他地域との比較）
第９学年 ふるさとSOSEI［創生］（行動・発信）

（計１１名）
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議会における各議員からの主な要望（要旨）

〇中学校区単位で導入されるコミュニティ・スクール組織体制について
は、小学校区の特色を取り入れるためにも、小学校区間での連携が
十分に図れる組織体制づくりを求める。

〇全国でコミュニティ・スクールの導入が増加しているな
かで、教職員の業務負担増、形式的な協議会等、
様々な課題が生じている。
地域と連携を深めながら、コミュニティ・スクール導入
の目的達成にむけた取組を求める。

〇企業の持つ力やノウハウを、学校の教育的資源として活かすために
も、地元企業の協力も取り入れた学校運営体制を求める。
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